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「令和８年度働き方改革推進実態調査」の実施について（依頼） 

 

本県の労働行政の推進については、平素から御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、県においては、「やまぐち働き方改革推進会議」を設置し、長時間労働の縮減や

ワーク・ライフ・バランスの推進などの「働き方改革」の実現に向け、取組を進めている

ところです。 

 このたび、県内企業における働き方改革の実態や意識を調査し、今後の働き方改革推進

の基礎資料とするため、下記のとおり「令和８年度働き方改革推進実態調査」を実施しま

すので、お忙しい中恐縮ですが、調査の趣旨を御理解いただき、御協力いただきますよう

お願いします。 

 なお、本調査は、山口県が株式会社東京商工リサーチ 山口支店に委託して実施するも

ので、回答された内容は、統計の目的にのみ使用し、他の目的に使用しないことを申し添

えます。 

 

記 

 

１ 調査基準日 

  令和８年４月１日現在 

 

２ 回答期限・方法 

  令和８年６月26日（金）までに、同封の封筒（切手不要）により御返送いただくか、 

 下記二次元コードまたはＵＲＬから専用のアンケートフォームに進み、調査票(１枚目)

に記載されたＩＤでログインのうえ、ご回答ください。 

 

３ 記入要領等 

  調査票の記入にあたっては、裏面の「令和８年度働き方改革推進実態調査 記入にあ

たってのお願い」をご参照ください。 

 

４ お問い合わせ先・提出先 

  山口県 産業労働部 労働政策課 働き方改革推進班 

  〒753-8501 山口市滝町１－１ 

  電話：083-933-3221 ＦＡＸ：083-933-3229 

https://kktsr.com/ymg-workstyle 



令和８年度働き方改革推進実態調査 記入にあたってのお願い 

 

この調査は、県内の民間事業所における、働き方改革に関する実態や意識

を調査し、今後の働き方改革推進の基礎資料とするため実施するものです。 

この調査票は、統計の目的のみに使用し、他の目的で使用することは絶対

にありませんので、事実をありのままに記入してください。 

調査の趣旨を御理解の上、御協力いただきますようお願いします。 

御記入いただいた調査票は、同封の封筒（切手不要）にて、令和８年６月

26日（金）までに御返送ください。 

 

【記入要領】 

１ この調査は、事業所を単位として行います。各設問については、原則として貴事業所

の状況を回答してください。但し、問２、問３は、設問に従い回答してください。 

２ 事業主又は人事・労務担当責任者が回答してください。 

３ 特に指示がない限り、令和８年４月１日現在の状況をご回答ください。 

４ 用語の説明 

従業員 直接雇用関係のある労働者（派遣社員を除く） 

正社員 従業員のうち、無期雇用契約のフルタイム勤務で正社員・正職員

等とされている者 

正社員以外の従

業員 

従業員のうち、有期雇用契約であったり、フルタイム勤務でなか

ったりするなど、正社員以外の者（契約社員、嘱託社員、パート、

アルバイトなど） 

部長相当職 課その他の複数の下位組織を束ねた組織単位の長 

課長相当職 組織の部署あるいは一部門としての課の責任者 

係長相当職 業務を行う最小単位である係において管理的立場にある者 

５ 回答欄への記入については、次の方法によってください。 

（１）記入は黒鉛筆（又はシャープペンシル）で明瞭に記入してください。 

（２）選択して回答する質問は、該当する番号に○をつけてください。 

（３）「その他」に○をつけた場合は、（    ）内に具体的な内容を記入してください。 

（４）数値を記入する質問で、該当・実績がない場合は、「０」を記入してください。 

６ 調査票の宛名に誤りがある場合は、朱書きにより訂正をお願いします。また、移転や

廃業等で既に実態のない事業所宛てに調査票が届いた場合は、お手数ですが、そのまま

調査票を破棄してくださいますようお願いします。 

７ インターネットでの回答も可能です。 

下記ＵＲＬまたは二次元コードからアクセスし、調査票（１枚目） 

に記載されたＩＤでログインのうえ、ご回答ください。 

なお、インターネットで回答された方は調査票の返送は不要です。 

 ＊回答フォーム：https://kktsr.com/ymg-workstyle 


